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� �
１．会社の現況に関する事項

�１ 事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果の発現等に

より、夏場にかけて回復傾向が見られたものの、世界経済の減速等を背景として輸

出や生産が減少するなど、景気は弱い動きとなり、底割れが懸念される状況となり

ました。その後、政府の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」による政策効果に

加え、世界経済の緩やかな持ち直しにより、景気の回復が期待される状況となりま

した。

航空業界におきましては、前年度の東日本大震災の影響による落ち込みからの反

動やＬＣＣ（ロー・コスト・キャリア）参入による旅客需要の拡大等もあり、尖閣

諸島問題による中国路線の減便や旅客減少等がありましたものの、国内線・国際線

とも概ね堅調に推移しました。

このような中で、松山空港における乗降客数は、国内線においては前年度の東日

本大震災の影響による落ち込みからの反動による旅客需要の増加により２，３００，７８６人

となり、前期比１３１，５９１人（６．１％）の増加となりました。一方、国際線においては、

チャーター便は増加しましたが、韓国・中国との領土問題の影響によりソウル線・

上海線とも低迷したことから５２，３８７人となり、前期比４，５０１人（７．９％）の減少となり

ました。この結果、国内線・国際線の合計は２，３５３，１７３人となり、前期比１２７，０９０人

（５．７％）増加し、６年ぶりに増加しました。

こうした状況の下、営業収益におきましては、乗降客数の回復による直営店・イ

ベントの売上高増加、ビジネスラウンジ収入の増加に伴う貸室収入の増加及び新規

スポンサー獲得による広告収入の増加等が寄与し１，７３９，１２９千円となり、前期比５９，６１７

千円（３．５％）の増収となりました。

また、売上原価は直営店・イベント売上が好調に推移し増加したことから、売上

総利益は１，２２３，５４０千円となり、前期比２５，１３８千円（２．１％）の増益となりました。

一方、販売費及び一般管理費におきましては、空調熱源装置更新・照明ＬＥＤ化

等の省エネ効果による水道光熱費の減少や広告宣伝費・修繕費・減価償却費・固定

資産税等の減少が寄与し７９９，２３２千円となり、前期比１８，９５５千円（２．３％）の減少とな

りました。

この結果、営業利益は４２４，３０８千円の計上となり、前期比４４，０９３千円（１１．６％）の

増益となりました。営業外収益は中国東方航空の利用率低迷による国際化支援事業

費補助金の増加等により増加した一方、営業外費用は支払利息が減少したことから、

経常利益は４６５，３４１千円となり、前期比６１，６１３千円（１５．３％）の増益となりました。
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これから維持保全工事に伴う固定資産除却損による特別損失を差し引いた税引前

当期純利益は４５０，２１０千円となりました。

これより法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額を差し引いた当期純利益は

２７４，３８５千円となり、前期比５１，７９５千円（２３．３％）の増益となりました。

�２ 設備投資の状況

当期における設備投資の主なものは次のとおりであります。

空 調 熱 源 装 置 更 新 整 備 工 事 ８２，８９１千円 自 己 資 金

喫 煙 室 整 備 工 事 ５，１０２千円 自 己 資 金

エスカレーター自動運転装置取付工事 ４，４３０千円 自 己 資 金

�３ 資金調達の状況

当事業年度において、特記すべき事項はありません。

�４ 対処すべき課題

松山空港の乗降客数は６年ぶりに増加しましたが、平成１０年度のピーク時に比べ

ると約４３万人減少しており、県内人口の減少や空港間競争が激しくなっており、今

後も厳しい状況が続くものと思われます。

また、経費の面ではターミナルビル施設・設備の経年化に伴う維持保全工事、旅

客搭乗橋２基の更新工事、フライト情報表示装置・放送設備の更新等を予定してお

ります。貨物ビルにつきましても、昨年度の耐震診断結果の対策として耐震工事の

整備を予定するなど、今後も工事関係費用の増加が予想されます。

一方、空港経営改革では「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する

法律案」が国会で成立すると、民間への運営委託（コンセッション）が可能となり、

国が空港について土地などの所有権を持ち、公共施設等運営権を取得した空港運営

権者と事業契約を結ぶ形となることから、当社の将来を左右する重大な問題として、

各関係機関と十分に連携・協議を重ねながら対応してまいります。

このようなことから、当社の経営環境はこれまで以上に変化すると共に厳しさを

増すことが予想されますが、愛媛の空の玄関口として、空港の利用者利便の向上や

安全と安心の確保のため、空港ターミナルビルの適切な運営に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。
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�５ 財産及び損益の状況の推移

�６ 重要な親会社及び子会社の状況

当社には親会社、子会社はありません。

�７ 主要な事業内容

当社は、松山空港ターミナルビル・貨物ビルの建物及び諸設備を所有し、賃貸す

るとともに、売店・食堂の事業を行っております。

�８ 従業員の状況

�９ 借入先

区 分
第３２期

（平成２１年度）

第３３期

（平成２２年度）

第３４期

（平成２３年度）

第３５期

（平成２４年度）

営 業 収 益
千円

１，７３７，７２２

千円

１，７００，９０４

千円

１，６７９，５１２

千円

１，７３９，１２９

経 常 利 益
千円

４５４，８７９

千円

４５６，３５５

千円

４０３，７２８

千円

４６５，３４１

当 期 純 利 益
千円

２５５，１１４

千円

２６３，４０７

千円

２２２，５９０

千円

２７４，３８５

１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

円

２，２６７．６８

円

２，３４１．３９

円

１，９７８．５８

円

２，４３８．９８

総 資 産
千円

４，２２４，４５７

千円

４，１３８，４７９

千円

４，１１２，３３７

千円

４，３９５，２１４

純 資 産
千円

３，１７６，７５０

千円

３，３９５，１５７

千円

３，５７２，７４７

千円

３，８０２，１３３

区 分 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 １３ 人 ０ 人 ４３．５ 歳 １５．１ 年

女 性 ９ ０ ３６．０ １５．３

計又は平均 ２２ ０ ４０．４ １５．２

借 入 先 借入金残高

日 本 政 策 投 資 銀 行 ８０，０００ 千円

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

（注）従業員には、使用人兼務役員及び臨時従業員を含んでおりません。
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２．会社の株式に関する事項

�１ 発行可能株式総数 ２５０，０００株

�２ 発行済株式総数 １１２，５００株

�３ 株主数 １１名

�４ 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率

伊 予 鉄 道 株 式 会 社 ３３，０００ 株 ２９．３３ ％

愛 媛 県 ３０，０００ ２６．６７

全 日 本 空 輸 株 式 会 社 １８，８７５ １６．７８

松 山 市 １５，０００ １３．３３

日 本 航 空 株 式 会 社 ９，２５０ ８．２２

株 式 会 社 伊 予 銀 行 １，５００ １．３３

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 １，５００ １．３３

愛媛県信用農業協同組合連合会 １，５００ １．３３

株 式 会 社 愛 媛 新 聞 社 ６２５ ０．５６

南 海 放 送 株 式 会 社 ６２５ ０．５６

株 式 会 社 テ レ ビ 愛 媛 ６２５ ０．５６
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３．会社役員に関する事項

�１ 取締役及び監査役の状況

�２ 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 １５名 ３３，３００千円

監査役 ３名 ６，３００千円

（注）上記報酬等の額には、第３４期定時株主総会において決議された役員賞与７，６３２千円（取締役
６，３７２千円、監査役１，２６０千円）が含まれております。

氏 名 地 位 重要な兼職の状況

中 村 時 広 取 締 役 会 長 愛媛県知事

佐 伯 要 代表取締役社長 伊予鉄道� 代表取締役社長

森 田 省 三 専 務 取 締 役

黒 田 太津夫 常 務 取 締 役

関 谷 勝 嗣 取締役相談役 前 参議院議員

野 本 武 男 取 締 役 �愛媛新聞社 代表取締役会長

中 山 紘治郎 取 締 役 �愛媛銀行 代表取締役会長

石 司 秀 利 取 締 役 伊予鉄道� 常務取締役

二 川 直 人 取 締 役 日本航空� 松山支店長

河 田 正 道 取 締 役 南海放送� 代表取締役社長

寺 園 浩 昭 取 締 役 全日本空輸� 松山支店長

野 志 克 仁 取 締 役 松山市長

山之内 芳 夫 取 締 役 �伊予銀行 代表取締役副頭取

森 映 一 取 締 役 愛媛県信用農業協同組合連合会 経営管理委員会会長

平 井 延 幸 取 締 役 �テレビ愛媛 代表取締役社長

田 中 憲 治 取 締 役 施設部長

門 屋 泰 三 常 勤 監 査 役

稲 葉 輝 二 監 査 役 前 松山市副市長

加 藤 高 弘 監 査 役 日本航空� 執行役員西日本地区支配人

（注）監査役全員は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。
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４．会計監査人の状況

会計監査人の名称

えひめ有限責任監査法人

５．会社の体制及び方針

「内部統制システムに関する基本方針」

�１ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるためのコンプラ

イアンスに係る指針を整備する。各部門においては当該部門に適用される法令等を

識別し、その内容を周知徹底することにより法令遵守の基盤を整備する。また、社

内に内部監査委員会を設置し内部統制が有効に機能しているかの確認を行う。

�２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

文書取扱規程を整備し、取締役の職務執行に係る情報を文書にて保存する。取締役

及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

�３ 損失の危険に関する規程その他の体制

各部門におけるコンプライアンス、災害、情報のセキュリティー等に係るリスクに

ついてそれぞれの担当部署で規程を整備し、リスク管理体制を明確化する。また、

新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締

役を定める。

�４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う

とともに、取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、常務会等を開催し、

業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する意思決定を機動的に行う。

また、各部門の業務プロセスを明確化し、業務の効率化を実現する体制を確保する。

�５ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、必要に応じて同使用

人を配置することとする。また、その人事については、監査役の事前の同意を得る

ことにより、取締役からの独立性を確保するものとする。
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�６ 取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合

は、速やかに監査役会に報告する。

�７ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握

するため、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ

て取締役または使用人にその説明を求める。

監査役は会計監査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を

図るとともに、監査の実施に当たり必要と認める場合には、代表取締役社長または

担当取締役と意見交換会を開催する。

－７－



貸 借 対 照 表
（平成２５年３月３１日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

流 動 資 産 １，４４１，７０５

現 金 及 び 預 金 １，３３３，７０９

未 収 入 金 ７９，１１７

商 品 ５，３７４

貯 蔵 品 ７，４１４

前 払 費 用 １，８９６

繰 延 税 金 資 産 １４，１１６

そ の 他 ７６

固 定 資 産 ２，９５３，５０８

有 形 固 定 資 産 ２，８５７，１０８

建 物 ２，６３６，１７６

構 築 物 １６，８９７

機 械 装 置 １３１，７４７

車 両 及 び 運 搬 具 １３

工具・器具及び備品 ５７，１３８

リ ー ス 資 産 １２，１６５

建 設 仮 勘 定 ２，９７０

無 形 固 定 資 産 ３２，６９８

電 話 加 入 権 ５６９

ソ フ ト ウ ェ ア ８，７７０

リ ー ス 資 産 ２３，３５８

投資その他の資産 ６３，７００

投 資 有 価 証 券 ２２，０００

長 期 前 払 費 用 ２，４６５

繰 延 税 金 資 産 ３９，１９５

そ の 他 ３９

資 産 合 計 ４，３９５，２１４

負 債 の 部

流 動 負 債 ３６９，８２９

買 掛 金 ４１，７４２

一年内返済予定長期借入金 ５０，０００

リ ー ス 債 務 １７，４０８

未 払 金 １１，３８６

設 備 未 払 金 １００，１３３

未 払 法 人 税 等 １０５，５７９

未 払 消 費 税 等 ５，８１７

未 払 費 用 ４，８７７

前 受 金 １１，９５８

預 り 金 ７４２

賞 与 引 当 金 ９，８０１

役 員 賞 与 引 当 金 ７，６３２

そ の 他 ２，７４９

固 定 負 債 ２２３，２５１

長 期 借 入 金 ３０，０００

リ ー ス 債 務 ２０，５１７

預 り 保 証 金 ６１，３６９

退 職 給 付 引 当 金 ８１，１３６

役員退職慰労引当金 ３０，２２８

負 債 合 計 ５９３，０８０

純 資 産 の 部

株 主 資 本 ３，８０２，１３３

資 本 金 １，１２５，０００

利 益 剰 余 金 ２，６７７，１３３

利 益 準 備 金 ３５，６３３

その他利益剰余金 ２，６４１，４９９

別 途 積 立 金 １，４００，０００

繰越利益剰余金 １，２４１，４９９

純 資 産 合 計 ３，８０２，１３３

負債及び純資産合計 ４，３９５，２１４
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� �
損 益 計 算 書
平成２４年４月１日から
平成２５年３月３１日まで

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

売 上 高 ６９１，７３１

貸 室 収 入 ３２７，４４９

売 店 収 入 ４９，３１４

食 堂 収 入 ５４，３５７

使 用 料 収 入 ４４４，８０８

広 告 収 入 ５８，７５４

付 帯 事 業 収 入 １１２，７１２ １，７３９，１２９

売 上 原 価 ５１５，５８８

売 上 総 利 益 １，２２３，５４０

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ７９９，２３２

営 業 利 益 ４２４，３０８

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ６９１

雑 収 入 ４５，２８９ ４５，９８０

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ４，８７８

雑 支 出 ６９ ４，９４７

経 常 利 益 ４６５，３４１

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 １５，１３０ １５，１３０

税 引 前 当 期 純 利 益 ４５０，２１０

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 １８２，９１３

法 人 税 等 調 整 額 △７，０８８ １７５，８２５

当 期 純 利 益 ２７４，３８５
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� �
株主資本等変動計算書

平成２４年４月１日から
平成２５年３月３１日まで

（単位：千円）

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 ３，５７２，７４７ － ３，５７２，７４７

事 業 年 度 中
の 変 動 額

剰 余 金 の
配 当

△４５，０００ － △４５，０００

剰余金の配当
に伴う利益
準備金の積立

－ － －

別途積立金
の 増 減

－ － －

当期純利益 ２７４，３８５ － ２７４，３８５

事業年度中の
変 動 額 合 計

－ ２２９，３８５ － － － － ２２９，３８５

当 期 末 残 高 － ３，８０２，１３３ － － － － ３，８０２，１３３

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 １，１２５，０００ － ３１，１３３ １，２００，０００ １，２１６，６１４ ２，４４７，７４７

事 業 年 度 中
の 変 動 額

剰 余 金 の
配 当

－ △４５，０００ △４５，０００

剰余金の配当
に伴う利益
準備金の積立

－ ４，５００ △４，５００ －

別途積立金
の 増 減

－ ２００，０００ △２００，０００ －

当期純利益 － － ２７４，３８５ ２７４，３８５

事業年度中の
変 動 額 合 計

－ － － － ４，５００ ２００，０００ ２４，８８５ ２２９，３８５

当 期 末 残 高 １，１２５，０００ － － － ３５，６３３ １，４００，０００ １，２４１，４９９ ２，６７７，１３３
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
� 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のないもの………………移動平均法による原価法

� たな卸資産の評価基準及び評価方法
商 品…………………売価還元法による低価法
貯 蔵 品…………………移動平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切り下げの方法）
２．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３１～３８年
構 築 物 １０～３０年
機械装置 １０～１７年
工具・器具及び備品 ３～１０年

� 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

� リース資産 ……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産については、リース期間を耐用年数
とし、残存価額零とする定額法によっておりま
す。

３．引当金の計上基準
賞 与 引 当 金…………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。

役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため
支給見込額を計上しております。

退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末
における退職給付債務の見込額に基づき、当事
業年度末において発生していると認められる額
を計上しております。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

個 別 注 記 表
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産

担保に供している資産
建 物 ６１３，２５０千円

上記に対応する債務
一年内返済予定長期借入金 ５０，０００千円
長期借入金 ３０，０００千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 ６，９７９，８２３千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当事業年度の末日における発行済株式の総数

普 通 株 式 １１２，５００株
２．配当に関する事項
� 配当金支払額

平成２４年６月２０日開催の第３４期定時株主総会において、次のとおり決議してお
ります。
配当金の総額 ４５，０００千円
１株当たりの配当額 ４００円
基準日 平成２４年３月３１日
効力発生日 平成２４年６月２１日

� 基準日が当事業年度の属する配当のうち、配当効力発生日が翌期となるもの
平成２５年６月１７日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する

事項を次のとおり提案しております。
配当金の総額 ４５，０００千円
１株当たりの配当額 ４００円
基準日 平成２５年３月３１日
効力発生日 平成２５年６月１８日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（税効果に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
１．流動資産

未払事業税 ７，４０７千円
賞与引当金 ３，７００千円
その他 ３，００８千円

２．固定資産
退職給付引当金 ２８，７０６千円
役員退職慰労引当金 ９，２８７千円
その他 １，２０１千円

繰延税金資産合計 ５３，３１２千円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
� 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの
借入により資金を調達しております。

� 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収入金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財
務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日です。
借入金は、国際線旅客ターミナルビル建設に係る資金調達であり、償還日は最

長で決算日後２年以内であります。
２．金融商品の時価等に関する事項

平成２５年３月３１日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれら
の差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（注２参照）。

貸借対照表計上額（千円） 時 価（千円） 差 額（千円）

�現金及び預金 １，３３３，７０９ １，３３３，７０９ －

�未収入金 ７９，１１７ ７９，１１７ －

�長期借入金（＊１） （８０，０００） （８２，９４７） ２，９４７

�リース債務（＊２） （３７，９２６） （３８，３７５） ４４９

※負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊１）１年以内に期限到来の長期借入金を含めております。
（＊２）リース債務（流動負債）を含めております。
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
�現金及び預金、�未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

�長期借入金
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。

�リース債務
元利金の合計額をリスクフリーレートで割り引いて算出する方法によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

貸借対照表計上額（千円）

�投資有価証券 ２２，０００

�預り保証金 ６１，３６９

�投資有価証券
非上場株式については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対
象としておりません。

�預り保証金
賃貸物件における賃借人から預託されている受入敷金保証金は、市場価額がなく、かつ、賃
借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的
なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とし
ておりません。
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（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、愛媛県松山市において、賃貸用の旅客・貨物ターミナルビルを有してお
ります。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額（千円） 時 価（千円）

２，２１４，０９８ ２，２１４，０９８

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注２）当社の賃貸等不動産は建物等減価償却資産のみであり、正規の減価償却計算後の適正な帳簿

価額に基づいた金額を時価として記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 ３３，７９６円７４銭
２．１株当たり当期純利益 ２，４３８円９８銭

（その他の注記）
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成２５年５月１５日
松山空港ビル株式会社
取 締 役 会 御中

えひめ有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山� 誠 �

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 智章 �

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、松山空港ビル株式会社の平
成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第３５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について
監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第３５期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監
査委員会その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取
締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明求め、意見表明いたしま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい
て検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書について検討いたしました。

２． 監査の結果
� 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示
しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大
な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

� 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人えひめ有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成２５年５月１６日

松山空港ビル株式会社 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 門 屋 泰 三 �
監査役（社外監査役） 稲 葉 輝 二 �
監査役（社外監査役） 加 藤 高 弘 �

－１６－


